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【ＦＩ】
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   Ｃ０８Ｋ    5/3495   　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月31日(2016.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱酸化、光または農薬の使用のための分解に対してプラスチカルチャー薄膜を安定化す
るための方法であって、前記方法は：
　以下を含む安定剤組成物の安定化する量をプラスチカルチャー薄膜に組み込むことを含
む、方法：
　ｉ）式Ｉに記載の２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物
から選択される少なくとも１つのｏ－ヒドロキシフェニルトリアジン紫外線吸光剤（Ｉ）
：
【化１】

　式中
　Ｒ4およびＲ5のそれぞれは、独立して、Ｃ6-10アリール；またはヒドロキシル、ハロゲ
ン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アル
カノイル、フェニルもしくは：ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12

アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステルおよびＣ2-12アルカノイルの１から３つによって
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置換されたフェニルの１から３つによって、もしくはこれらの混合物によって置換された
Ｃ6-10アリール；またはモノ－もしくはジ－Ｃ1-12ヒドロカルビル置換されたアミノ；ま
たはＣ2-12アルカノイル；またはＣ1-12アルキル；またはＣ1-12アルコキシから選択され
；
　ｎは、０から４であり；および、
　Ｒ6は、式Ｉの２－ヒドロキシフェニル部分の０から４位にて同じか、または異なる置
換基であり、かつ独立して、ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12ア
ルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アルカノイルおよびフェニルから選択され
；
　ｉｉ）式ＩＩに記載のテトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）から選択される
少なくとも１つのヒンダードアミン紫外線安定剤
【化２】

　式中：
　Ｘは、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ
’－、－ＮＲ’－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ’－、－Ｏ－、－ＮＲ’－または－
Ｃ（＝Ｏ）－の群から選択される架橋基を表し、式中それぞれのＲ’は、独立して、Ｈま
たはＣ1-20ヒドロカルビルを表し、
　Ｚは、Ｈ、－Ｒ、または－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルで
あり、前記ヒドロカルビルは、任意に１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシ
またはＣ2-30アルカノイルで置換されており、
　Ｒ3は、Ｃ6-30ヒドロカルビルであり、および、
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択され；およ
び、
　ｉｉｉ）式ＩＩの化合物とは異なり、少なくとも９００Ｄａの数平均分子量を有する単
量体もしくはオリゴマーのヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）から選択される少なく
とも１つの紫外線安定剤（ＩＩＩ）。
【請求項２】
　前記２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物（Ｉ）は、４
，６－ビス－（２，４－ジメチルフェニル）－２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキ
シフェニル）－ｓ－トリアジンである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、式ＩＩａの化合物から選択さ
れる、請求項１または２に記載の方法：
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【化３】

　式中
　Ｚは、Ｈ、またはＣ1-6アルキルであり、；
　Ｒ3は、Ｃ6-30アルキルまたはＣ6-30アルケニルであり；および
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択される。
【請求項４】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、請求項１で定義される式ＩＩ
、請求項３で定義される式ＩＩａ、式ＩＩｂ、式ＩＩｃの化合物およびこれらの混合物か
ら選択される、請求項１～３のいずれかに記載の方法：
【化４】

　式ＩＩｂおよび式ＩＩｃ中Ｒ3は、Ｃ12-22アルキルまたはＣ12-22アルケニルである。
【請求項５】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、２，２，６，６－テトラメチ
ルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物；１，２，２，６，６－ペン
タメチルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；１，２，２，６，６－ペンタメチ
ルピペリジン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物から選択される、
請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記ヒンダードアミン光安定剤化合物（ＩＩＩ）は、式ＩＶの分子断片：
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【化５】

　式中
　Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9およびＲ10のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから選択
され、ただし、Ｒ7およびＲ8、並びに／またはＲ9およびＲ10は、これらが付着される炭
素と共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ11は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ12は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ13は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
　当該分子断片は、＊で標識された炭素原子を介して化合物の残りに結合され、ただし分
子断片は、Ｒ12が存在しないように化合物の残りとスピロ構造を形成することができるこ
とを条件とする；および／または
　式Ｖに記載の少なくとも１つの分子断片：

【化６】

　式中
　ｍは、１から２の整数であり；
　Ｒ17、Ｒ18、Ｒ19およびＲ20のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから
選択され、ただしＲ17およびＲ18、並びに／またはＲ19およびＲ20は、これらが付着され
る炭素と共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ16は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
　当該分子断片は、＊で標識された窒素原子を介して化合物の残りに結合される、
を含むものから選択される、前述の請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記ヒンダードアミン光安定剤（ＩＩＩ）は、１，６－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－
ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６
－トリクロロ－１，３，５－トリアジン反応生成物との重合体，メチル化型または１，６
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－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニ
ル）－，２，４－ジクロロ－６－（４－モルホリニル）－１，３，５－トリアジンおよび
１，６－ヘキサンジアミンとの重合体，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジ
ン反応生成物との重合体，メチル化型の混合物である、前述の請求項のいずれかに記載の
方法。
【請求項８】
　紫外線安定剤（Ｉ）は０．０１から０．６重量％の量で存在し、紫外線安定剤（ＩＩ）
は０．０２から０．９重量％の量で存在し、光安定剤（ＩＩＩ）は０．０５から２．０重
量％の量で存在する、前述の請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　安定剤組成物が、ヒンダードベンゾアート、フェノール系酸化防止剤、ホスファイトお
よびホスホニトからなる群より選択される少なくとも１つのさらなる安定剤を、プラスチ
カルチャー薄膜の重量の０．００１から１．５重量％の量で含む、前述の請求項のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１０】
　前記さらなる安定剤は、式ＶＩのヒンダードベンゾアート（ＶＩ）からなる群より選択
される、請求項９に記載の方法：
【化７】

　式中
　Ｒ21およびＲ22のそれぞれは、独立して、Ｃ1-12アルキルから選択され、
　Ｔは、ＯまたはＮＲ24を表し、式中Ｒ24は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルであり、
　Ｒ23は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルである。
【請求項１１】
　前記ヒンダードベンゾアート（ＶＩ）は、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアートおよびヘキサデシル－３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアート、並びにこれらの混合物から選択さ
れる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　以下を含む安定剤組成物の安定化する量を含む１から３５０ミクロンの厚さを有するプ
ラスチカルチャーフィルムであって：
　ｉ）式Ｉに記載の２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物
から選択される少なくとも１つのｏ－ヒドロキシフェニルトリアジン紫外線吸光剤（Ｉ）
：
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【化８】

　式中：
　Ｒ4およびＲ5のそれぞれは、独立して、Ｃ6-10アリール；またはヒドロキシル、ハロゲ
ン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アル
カノイル、フェニルもしくは：ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12

アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステルおよびＣ2-12アルカノイルの１から３つによって
置換されたフェニルの１から３つによって、もしくはこれらの混合物によって置換された
Ｃ6-10アリール；またはモノ－もしくはジ－Ｃ1-12ヒドロカルビル置換されたアミノ；ま
たはＣ2-12アルカノイル；またはＣ1-12アルキル；またはＣ1-12アルコキシから選択され
；
　ｎは、０から４であり；および、
　Ｒ6は、式Ｉの２－ヒドロキシフェニル部分の０から４位にて同じか、または異なる置
換基であり、かつ独立して、ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12ア
ルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アルカノイルおよびフェニルから選択され
；
　ｉｉ）式ＩＩに記載のテトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）から選択される
少なくとも１つの紫外線安定剤
【化９】

　式中：
　Ｘは、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ
’－、－ＮＲ’－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ’－、－Ｏ－、－ＮＲ’－または－
Ｃ（＝Ｏ）－の群から選択される架橋基を表し、式中それぞれのＲ’は、独立して、Ｈま
たはＣ1-20ヒドロカルビルを表し、
　Ｚは、Ｈ、－Ｒ、または－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルで
あり、前記ヒドロカルビルは、任意に１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシ
またはＣ2-30アルカノイルで置換されており、
　Ｒ3は、Ｃ6-30ヒドロカルビルであり、および、
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択され；およ
び、
　ｉｉｉ）式ＩＩの化合物とは異なり、少なくとも９００Ｄａの数平均分子量を有する単
量体もしくはオリゴマーのヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）から選択される少なく
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とも１つの光安定剤（ＩＩＩ）、
　ここで、前記プラスチカルチャーフィルムは、熱酸化、光または農薬の使用による分解
に対する抵抗性の増大を提供する、
プラスチカルチャーフィルム。
【請求項１３】
　前記２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物（Ｉ）は、４
，６－ビス－（２，４－ジメチルフェニル）－２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキ
シフェニル）－ｓ－トリアジンである、請求項１２に記載のプラスチカルチャーフィルム
。
【請求項１４】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、式ＩＩａの化合物から選択さ
れる、請求項１２～１３のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム：
【化１０】

　式中
　Ｚは、Ｈ、またはＣ1-6アルキルであり；
　Ｒ3は、Ｃ6-30アルキルまたはＣ6-30アルケニルであり；および
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択される。
【請求項１５】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、請求項１２で定義される式Ｉ
Ｉ、請求項１４で定義される式ＩＩａ、式ＩＩｂ、式ＩＩｃのものおよびこれらの混合物
から選択される、請求項１２～１４のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム：
【化１１】

　式ＩＩｂおよび式ＩＩｃ中
　Ｒ3は、Ｃ12-22アルキルまたはＣ12-22アルケニルである。
【請求項１６】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、２，２，６，６－テトラメチ
ルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
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ン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物；１，２，２，６，６－ペン
タメチルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；１，２，２，６，６－ペンタメチ
ルピペリジン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物から選択される、
請求項１２～１５のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム。
【請求項１７】
　前記ヒンダードアミン光安定剤化合物（ＩＩＩ）は、式ＩＶの分子断片：
【化１２】

　式中
　Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9およびＲ10のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから選択
され、ただし、Ｒ7およびＲ8、並びに／またはＲ9およびＲ10は、これらが付着される炭
素と共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ11は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ12は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ13は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
　当該分子断片は、＊で標識された炭素原子を介して化合物の残りに結合され、ただし分
子断片は、Ｒ12が存在しないように化合物の残りとスピロ構造を形成することができるこ
とを条件とする；および／または
　式Ｖに記載の少なくとも１つの分子断片

【化１３】

　式中
　ｍは、１から２の整数であり；
　Ｒ17、Ｒ18、Ｒ19およびＲ20のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから
選択され、ただしＲ17およびＲ18、並びに／またはＲ19およびＲ20は、これらが付着され
る炭素で共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ16は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
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　当該分子断片は、＊で標識された窒素原子を介して化合物の残りに結合される、
を含むものから選択される、請求項１２～１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記ヒンダードアミン光安定剤（ＩＩＩ）は、１，６－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－
ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６
－トリクロロ－１，３，５－トリアジン反応生成物との重合体，メチル化型または１，６
－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニ
ル）－，２，４－ジクロロ－６－（４－モルホリニル）－１，３，５－トリアジンおよび
１，６－ヘキサンジアミンとの重合体，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジ
ン反応生成物との重合体，メチル化型の混合物である、請求項１７に記載のプラスチカル
チャーフィルム。
【請求項１９】
　紫外線安定剤（Ｉ）は０．０１から０．６重量％の量で存在し、紫外線安定剤（ＩＩ）
は０．０２から０．９重量％の量で存在し、光安定剤（ＩＩＩ）は０．０５から２．０重
量％の量で存在する、請求項１２～１８のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム
。
【請求項２０】
　前記フィルムは、ポリエチレン、ポリプロピレンもしくはエチレンに基づいた共重合体
またはこれらの混合物で作製される、請求項１２～１９のいずれかに記載のプラスチカル
チャーフィルム。
【請求項２１】
　安定剤組成物が、ヒンダードベンゾアート、フェノール系酸化防止剤、ホスファイトお
よびホスホニトからなる群より選択される少なくとも１つのさらなる安定剤を、プラスチ
カルチャーフィルムの重量の０．００１から１．５重量％の量で含む、請求項１２～２０
のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム。
【請求項２２】
　前記さらなる安定剤は、式ＶＩのヒンダードベンゾアート（ＶＩ）からなる群より選択
される、請求項２１に記載のプラスチカルチャーフィルム：
【化１４】

　式中
　Ｒ21およびＲ22のそれぞれは、独立して、Ｃ1-12アルキルから選択され、
　Ｔは、ＯまたはＮＲ24を表し、式中Ｒ24は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルであり、お
よび
　Ｒ23は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルである。
【請求項２３】
　前記ヒンダードベンゾアート（ＶＩ）は、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアートおよびヘキサデシル－３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアート、並びにこれらの混合物から選択さ
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れる、請求項２２に記載のプラスチカルチャーフィルム。
【請求項２４】
　本質的に以下からなる安定剤組成物の安定化する量を含む１から３５０ミクロンの厚さ
を有するプラスチカルチャーフィルムであって：
　ｉ）式Ｉに記載の２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物
から選択される少なくとも１つのｏ－ヒドロキシフェニルトリアジン紫外線吸光剤（Ｉ）
：
【化８】

　式中：
　Ｒ4およびＲ5のそれぞれは、独立して、Ｃ6-10アリール；またはヒドロキシル、ハロゲ
ン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アル
カノイル、フェニルもしくは：ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12

アルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステルおよびＣ2-12アルカノイルの１から３つによって
置換されたフェニルの１から３つによって、もしくはこれらの混合物によって置換された
Ｃ6-10アリール；またはモノ－もしくはジ－Ｃ1-12ヒドロカルビル置換されたアミノ；ま
たはＣ2-12アルカノイル；またはＣ1-12アルキル；またはＣ1-12アルコキシから選択され
；
　ｎは、０から４であり；および、
　Ｒ6は、式Ｉの２－ヒドロキシフェニル部分の０から４位にて同じか、または異なる置
換基であり、かつ独立して、ヒドロキシル、ハロゲン、Ｃ1-12ヒドロカルビル、Ｃ1-12ア
ルコキシ、Ｃ1-12アルコキシエステル、Ｃ2-12アルカノイルおよびフェニルから選択され
；
　ｉｉ）式ＩＩに記載のテトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）から選択される
少なくとも１つの紫外線安定剤
【化９】

　式中：
　Ｘは、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＲ’2－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ
’－、－ＮＲ’－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ’－、－Ｏ－、－ＮＲ’－または－
Ｃ（＝Ｏ）－の群から選択される架橋基を表し、式中それぞれのＲ’は、独立して、Ｈま
たはＣ1-20ヒドロカルビルを表し、
　Ｚは、Ｈ、－Ｒ、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカル
ビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アル
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コキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換されており、
　Ｒ3は、Ｃ6-30ヒドロカルビルであり、および、
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択され；およ
び、
　ｉｉｉ）式ＩＩの化合物とは異なり、少なくとも９００Ｄａの数平均分子量を有する単
量体もしくはオリゴマーのヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）から選択される少なく
とも１つの光安定剤（ＩＩＩ）、
　ここで、前記プラスチカルチャーフィルムは、熱酸化、光または農薬の使用による分解
に対する抵抗性の増大を提供する、
プラスチカルチャーフィルム。
【請求項２５】
　前記２－（２’－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン化合物（Ｉ）は、４
，６－ビス－（２，４－ジメチルフェニル）－２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキ
シフェニル）－ｓ－トリアジンである、請求項２４に記載のプラスチカルチャーフィルム
。
【請求項２６】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、式ＩＩａの化合物から選択さ
れる、請求項２４～２６のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム：
【化１０】

　式中
　Ｚは、Ｈ、Ｃ1-6アルキルまたは－ＯＲであり、式中Ｒは、任意にヒドロキシル、Ｃ1-2

2アルコキシまたはＣ2-22アルカノイルで置換されたＣ1-10アルキルであり；
　Ｒ3は、Ｃ6-30アルキルまたはＣ6-30アルケニルであり；および
　Ｒ1およびＲ2のそれぞれは、独立して、ＨおよびＣ1－Ｃ6アルキルから選択される。
【請求項２７】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、請求項２４で定義される式Ｉ
Ｉ、請求項２６で定義される式ＩＩａ、式ＩＩｂ、式ＩＩｃのものおよびこれらの混合物
から選択される、請求項２４～２６のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム：
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【化１１】

　式ＩＩｂおよび式ＩＩｃ中
　Ｒ3は、Ｃ12-22アルキルまたはＣ12-22アルケニルである。
【請求項２８】
　前記テトラメチル－４－ピペリジニル化合物（ＩＩ）は、２，２，６，６－テトラメチ
ルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物；１，２，２，６，６－ペン
タメチルピペリジン－４－イル－オクタデカノアート；１，２，２，６，６－ペンタメチ
ルピペリジン－４－イル－ヘキサデカノアート；およびこれらの混合物から選択される、
請求項２４～２７のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム。
【請求項２９】
　前記ヒンダードアミン光安定剤化合物（ＩＩＩ）は、式ＩＶの分子断片：

【化１２】

　式中
　Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9およびＲ10のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから選択
され、ただし、Ｒ7およびＲ8、並びに／またはＲ9およびＲ10は、これらが付着される炭
素と共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ11は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ12は：ＨおよびＣ1－Ｃ8ヒドロカルビルから選択され；
　Ｒ13は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
　当該分子断片は、＊で標識された炭素原子を介して化合物の残りに結合され、ただし分
子断片は、Ｒ12が存在しないように化合物の残りとスピロ構造を形成することができるこ
とを条件とする；および／または
　式Ｖに記載の少なくとも１つの分子断片



(13) JP 2015-512469 A5 2016.5.26

【化１３】

　式中
　ｍは、１から２の整数であり；
　Ｒ17、Ｒ18、Ｒ19およびＲ20のそれぞれは、独立して、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルから
選択され、ただしＲ17およびＲ18、並びに／またはＲ19およびＲ20は、これらが付着され
る炭素で共になってＣ5-10シクロアルキルを形成してもよいことを条件とし；
　Ｒ16は、Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨ2ＣＮ、Ｃ1-20ヒドロカルビル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒまたは
－ＯＲを表し、式中Ｒは、Ｃ1-20ヒドロカルビルであり、前記ヒドロカルビルは、任意に
１つまたは複数のヒドロキシル、Ｃ1-30アルコキシまたはＣ2-30アルカノイルで置換され
ており；および、
　当該分子断片は、＊で標識された窒素原子を介して化合物の残りに結合される、
を含むものから選択される、請求項２４～２８のいずれかに記載のプラスチカルチャーフ
ィルム。
【請求項３０】
　前記ヒンダードアミン光安定剤（ＩＩＩ）は、１，６－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－
ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６
－トリクロロ－１，３，５－トリアジン反応生成物との重合体，メチル化型または１，６
－ヘキサンジアミン，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニ
ル）－，２，４－ジクロロ－６－（４－モルホリニル）－１，３，５－トリアジンおよび
１，６－ヘキサンジアミンとの重合体，Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジニル）－，モルホリン－２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジ
ン反応生成物との重合体，メチル化型の混合物である、請求項２９に記載のプラスチカル
チャーフィルム。
【請求項３１】
　紫外線安定剤（Ｉ）は０．０１から０．６重量％の量で存在し、紫外線安定剤（ＩＩ）
は０．０２から０．９重量％の量で存在し、光安定剤（ＩＩＩ）は０．０５から２．０重
量％の量で存在する、請求項２４～３０のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム
。
【請求項３２】
　前記フィルムは、ポリエチレン、ポリプロピレンもしくはエチレンに基づいた共重合体
またはこれらの混合物で作製される、請求項２４～３１のいずれかに記載のプラスチカル
チャーフィルム。
【請求項３３】
　安定剤組成物が、ヒンダードベンゾアート、フェノール系酸化防止剤、ホスファイトお
よびホスホニトからなる群より選択される少なくとも１つのさらなる安定剤を、プラスチ
カルチャーフィルムの重量の０．００１から１．５重量％の量で含む、請求項２４～３２
のいずれかに記載のプラスチカルチャーフィルム。　
【請求項３４】
　前記さらなる安定剤は、式ＶＩのヒンダードベンゾアート（ＶＩ）からなる群より選択
される、請求項３３に記載のプラスチカルチャーフィルム：
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【化１４】

　式中
　Ｒ21およびＲ22のそれぞれは、独立して、Ｃ1-12アルキルから選択され、
　Ｔは、ＯまたはＮＲ24を表し、式中Ｒ24は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルであり、お
よび
　Ｒ23は、ＨまたはＣ1-30ヒドロカルビルである。
【請求項３５】
　前記ヒンダードベンゾアート（ＶＩ）は、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアートおよびヘキサデシル－３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾアート、並びにこれらの混合物から選択さ
れる、請求項３４に記載のプラスチカルチャーフィルム。
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